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第８章 歴史文化資産の保存・活用の推進体制 

 

本計画に基づく歴史文化資産の保存・活用の推進のために、文化財保護主管課だけ

でなく庁内関係課と横断的に連携しながら取り組みます。また、所有者・管理者、地

域住民、関係団体、専門家とは役割を分担しながら事業を推進し、事業の推進にあた

っては、コンプライアンスを徹底し、国や県と連携・調整しながら取り組みます。 
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表30 推進体制と連携の内容 

区分 組織名 主な連携内容など※ 

市
の
組
織 

文
化
振
興
課 

文
化
財 

担
当 

文化財企画係 文化財 

センター 

歴史文化資産の保存・活用全般 

文化財調査係 埋蔵文化財の発掘調査、活用 

芸
術
文
化

担
当 

文化政策室 文化事業（芸術文化）の企画・運営 

文化施設係 若山牧水記念館などの施設管理 

博
物
館
等
施
設 

歴史民俗資料館 郷土史と民俗 

明治史料館 近代以降の郷土史 

戸田造船郷土資料博物館 戸田の郷土史 

芹沢光治良記念館 芹沢光治良関連資料の保存・活用 

主
な
関
係
部
局 

広報課 ぬまづの宝100選の活用推進 

開発指導課 景観計画との調整 

緑地公園課 旧沼津御用邸苑地などの保全・活用 

観光戦略課 シティプロモーション・イベント 

生涯学習課 歴史文化資産を活かした生涯学習 

市立図書館 郷土資料の収集・保存 

小中学校（学校教育課） 歴史文化資産に関わる学習 

危機管理課 防災対策、防災情報の提供 

河川課 防災対策、防災情報の提供 

所有者など 

歴史文化資産の所有者・

管理者 
歴史文化資産の保存・活用 

地域住民 保存（保全）・維持管理での協力 

関係団体 歴史文化資産を活かしたイベント開催 

専門家 調査・研究 

沼津市以外の 

行政機関 

静岡県文化財課 保存・活用に関わる指導・助言 

関係市町 保存・活用の連携 

※文化振興課内は主要な業務、その他は連携内容を記載しています。 

 

１ 市の組織 

（１）文化振興課 

本市の文化財保護事務は、教
きょう

育
いく

委
い

員
いん

会
かい

事
じ

務
む

局
きょく

文
ぶん

化
か

振
しん

興
こう

課
か

が所管しています。文化振

興課は、文化政策室の１室、文化施
し

設
せつ

係、文化財企
き

画
かく

係、文化財調
ちょう

査
さ

係の３係、歴
れき

史
し

民
みん

俗
ぞく

資
し

料
りょう

館
かん

、明
めい

治
じ

史
し

料
りょう

館
かん

、戸
へ

田
だ

造
ぞう

船
せん

郷
きょう

土
ど

資
し

料
りょう

博
はく

物
ぶつ

館
かん

の３博物館、芹
せり

沢
ざわ

光
こう

治
じ

良
ろう

記
き

念
ねん

館
かん

の１博物館類似施設があります。このうち本市の文化財保護事務は主に文化財企画係
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と文化財調査係が担っています。文化振興課には、課長１名と課長補佐１名、主幹が

１名（他課と併任）います。文化財担当の職員は、19名（正規職員８名、会計年度任

用職員11名）で、このうち正規の専門職員は５名（考古学４名、民俗・古文書１名）

です。芸術文化担当の職員は、正規職員６名です。博物館等施設の職員は20名（正規

職員９名、会計年度任用職員11名）で、このうち正規の専門職員は４名（考古学２名、

日本近代史２名）です。各係・施設などの歴史文化資産に関する事務事項は次のとお

りです。（令和６年（2024）４月１日現在） 

①文化財企画係（文化財センター） 

・指定等文化財の保存・活用 

・史跡などの保全・整備 

・地域史活用（埋蔵文化財以外の調査） 

②文化財調査係（文化財センター） 

・埋蔵文化財包蔵地の保護 

・埋蔵文化財の発掘調査・発掘調査報告書の刊行 

・埋蔵文化財の保存・活用 

③文化政策室 

・芸術文化に関わる歴史文化資産の保存・活用 

④文化施設係 

・若
わか

山
やま

牧
ぼく

水
すい

記
き

念
ねん

館
かん

の管理 

⑤歴史民俗資料館 

  ・民俗・歴史資料の収集・保存・活用 

  ・内浦
うちうら

・静
しず

浦
うら

・西浦
にしうら

地区などの漁
ぎょ

撈
ろう

用
よう

具
ぐ

、浮
うき

島
しま

沼
ぬま

周辺の農耕用具の保存・活用 

⑥明治史料館 

  ・江
え

原
ばら

素
そ

六
ろく

・沼津兵
へい

学
がっ

校
こう

に関連する歴史資料の収集・保存・活用 

⑦戸田造船郷土資料博物館 

・ヘダ号建造に関わる資料の保存・活用 

・戸田地区の歴史資料の収集・保存・活用 

⑧芹沢光治良記念館 

  ・芹沢光治良の遺品・作品・原稿の保存・活用 

 

（２）庁内関係部局 

本市における歴史文化資産の保存・活用に関わる関係部局と連携する内容は次のと

おりです。 

①広報課 

・ぬまづの宝100選の活用推進 

・広報紙などを利用した情報発信・周知 
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②開発指導課 

・景観計画との調整 

③緑地公園課 

・旧沼津御
ご

用
よう

邸
てい

苑
えん

地
ち

（沼津御用邸記念公園）の保全・活用 

・都市公園の活用 

④観光戦略課 

  ・歴史文化資産を活かしたシティプロモーション・イベントの開催 

⑤生涯学習課 

  ・出前講座の開催、情報発信 

⑥市立図書館 

・郷土史に関わる刊行物の収集・保存 

・郷土の歴史・文化の発信 

⑦小中学校（学校教育課） 

・デジタルコンテンツ整備など歴史文化資産を活かした学習の提供 

・地区ごとの歴史を活かした教育 

 

２ 歴史文化資産の所有者・管理者 

歴史文化資産の保存・活用には、所有者・管理者との綿密な情報連携が不可欠となっていま

す。日頃の維持管理のほか、現状変更などについても所有者と密接に連絡を取り合いながら実

施します。 

【指定等文化財を多数所有する所有者の例（４件以上、50音順）】 

・光
こう

長
ちょう

寺
じ

（国指定１件、県指定２件、市指定１件、国登録１件） 

・西
さい

光
こう

寺
じ

（市指定４件） 

・松
しょう

蔭
いん

寺
じ

（県指定３件、市指定１件、国登録２件） 

・禅
ぜん

長
ちょう

寺
じ

（市指定４件） 

・霊
りょう

山
ぜん

寺
じ

（県指定２件、市指定２件） 

 

３ 地域住民 

史跡や天然記念物の保全や維持管理にあたり、地域住民と協力しながら取り組んでいきます。 

【地域住民の例（50音順）】 

・大
お

瀬
せ

崎
ざき

ビャクシン樹林保存会 

・自治会（単位自治会・連合自治会） 

・帯
たい

笑
しょう

園
えん

保
ほ

存
ぞん

会
かい

（ふじのくに文化財保存・活用推進団体認定団体） 

・長
なが

塚
つか

古墳の会 

・長
なが

浜
はま

城
じょう

北条水軍クラブ 

・根
ね

古
ご

屋
や

田園クラブ 
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・戸田の漁
りょう

師
し

踊
おどり

・漁
りょう

師
し

唄
うた

保存会 

 

４ 関係団体など 

（１）関係団体 

地元の団体と連携を取りながら歴史文化資産の保存・活用に取り組みます。 

【関係団体の例（50音順）】 

・浮
うき

島
しま

まちづくり推進委員会 

・ＮＰＯ法人沼津観光協会 

・高
たか

尾
お

山
さん

古
こ

墳
ふん

を守る会 

・ぬまづ観光ボランティアガイド 

・沼津市商工会 

・沼津商工会議所 

・原・浮島地区観光活性化プロジェクトチーム 

・戸田観光協会 

 

（２）研究団体 

本市の歴史文化について研究している地元の研究団体とも連携を取りながら歴史文

化資産の保存・活用に取り組みます。 

【研究団体の例（50音順）】 

・伊
い

豆
ず

石
いし

文化探究会 

・沼津郷
きょう

土
ど

史
し

研
けん

究
きゅう

談
だん

話
わ

会
かい

（沼津史
し

談
だん

会
かい

） 

・原
はら

ルネッサンスの会 

・戸田史談会 

 

５ 専門家 

本市の歴史文化資産は大学や専門機関などの学識者によって調査研究が行われてき

ています。専門家と連携をとりながら、歴史文化資産の保存・活用に取り組みます。 

【専門家の例】 

・建築士 

・樹木医 

・大学などの教員 

・博物館等の学芸員 

 

６ 沼津市以外の行政機関 

本市の歴史文化資産の保存・活用のため、文化庁や県の指導・助言を得ながら、関
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係市町と連携して取り組みます。また、自然公園法等歴史文化資産に関係する諸法令

を所管する機関にも、指導・助言を得ながら進めます。 

 

（１）国の機関 

国指定等文化財の保存・活用に関し、文化庁の指導・助言を得ながら進めます。歴

史文化資産の防災にあたっては、県を経由して国立文化財機構文化財防災センターに

要請を行います。また、自然公園法等文化財保護法以外にも歴史文化資産の保存・活

用に大きく関係する法令があるため、環境省などの指導・助言を得ながら進めます。 

 

（２）静岡県の機関 

国・県指定の歴史文化資産の保存・活用に関し、静岡県文化財担当部署の指導・助

言を得ながら進めていきます。また、自然公園法等の法令が大きく関係する歴史文化

資産の保存・活用に関しては、所管する機関の指導・助言を得ながら進めていきます。 

 

（３）関係市町 

周辺の市町とはこれまでも連携して歴史文化資産の保存・活用に取り組んできまし

た。富
ふ

士
じ

市
し

とは愛
あし

鷹
たか

山
さん

麓
ろく

の古墳群など関連する歴史文化資産が多いため、連携を強化

して取り組みます。 

 

表31 関係市町と関連する歴史文化資産の例（50音順） 

 

７ 歴史文化資産関係の会議など 

（１）文化財保護審議会 

本市では教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項につい

て調査・審議し、これらに関する専門的及び技術的事項に関し、必要と認める事項を

教育委員会に建議する機関として「沼津市文化財保護審議会」があります。また、市

指定文化財の指定候補と成り得る歴史文化資産の調査などを行っています。令和６年

（2024）４月１日現在、建築、美術、民俗、考古、動物、史学、植物の専門家に、行

政（都市計画部局）の代表者を加えた８名により構成されています。 

市町名 共有または関連する歴史文化資産 連携事業の実施事例 

小田原市 小田原北条氏関連の城跡  

長泉町 鮎壺の滝  

富士市 
愛鷹山の古墳、浮島沼周辺の農耕生産

用具、東海道 

富士・沼津・三島三市博物館共同企画展 

沼津・富士市連携埋蔵文化財活用 

三島市 東海道 富士・沼津・三島三市博物館共同企画展 


